
東京海上日動みずたま介護 ST三鷹ケアプランセンター 

居宅介護支援事業に係る運営規程 
 

（事業の目的） 

第１条 この規定は、東京海上日動ベターライフサービス株式会社（以下「事業者」という）が運営する「東

京海上日動みずたま介護ＳＴ三鷹ケアプランセンター」（以下「事業所」という）が行う指定居宅介護支

援の事業（以下「事業」という）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する規程を定

め、事業所の介護支援専門員及び主任介護支援専門員（以下「介護支援専門員等」という）が、要介

護状態（以下「要介護者等」という）に対し、適正な指定居宅介護支援を行うことを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 介護支援専門員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した

日常生活を営むことができるよう、サービスの内容、利用料等の情報を公正中立な立場から適正に

提供し、居宅介護支援の業務を行う。 

２ 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービ

スとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

（事業所の名称） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。 

（１）名 称  東京海上日動みずたま介護 ST三鷹ケアプランセンター 

（２）所在地  東京都三鷹市下連雀 4-1-3 グランデール三鷹 102号室 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数、及び職務内容は、次の通りとする。 

（１）管理者 １名 

管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支

援の業務に当たるものとする。 

（２）介護支援専門員  ４名以上（内、管理者１名） 

介護支援専門員は、指定居宅介護支援の業務に当たるものとする。 

 

（営業日及び営業時間） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。 

（１）営業日   月曜日から金曜日までとする。但し、祝日、１２月３１日から１月３日までを除く。なお、

特別に必要な場合は、休日であっても営業する。 

（２）営業時間 午前９時から午後６時までとする。 

（３）電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制とする。 

 

（指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料） 

第６条 指定居宅介護支援の提供方法、内容については、次の通りとする。 

（１）提供方法 

介護保険法及び介護保険法施行規則の規定に基づき指定居宅介護支援を提供する。 

（２）内容 

①要介護者等からの相談を受け、居宅を訪問し、要介護者等に面会してアセスメントを実施する。 

②アセスメントをもとに生活全般の解決すべき課題を抽出する。課題分析表の種類は、居宅サービス

計画ガイドライン（全社協方式）及び自社方式とする。 

③要介護者等、指定居宅サービス等の担当者を召集してサービス担当者会議を開催し、要介護者

等の状況に関する情報共有、各専門職の専門的見地からの意見を求める。 

④要介護者等の意向、心身の状態を考慮して、居宅サービス計画を作成し、要介護者等に説明し、

本人の同意を得て交付する。 



⑤居宅サービス計画の実施状況の把握（継続的アセスメント）を行い、必要に応じて指定居宅サービ

ス事業者等と連絡調整等を行なう。モニタリングは、少なくとも月に 1 回以上、居宅を訪問し、要介

護者等に面接する。また、その結果を記録する。 

   ⑥モニタリングの結果、必要に応じて、再アセスメントを実施する。 

   ⑦給付管理 

   ⑧要介護認定等の申請に係る援助 

   ⑨指定介護予防支援事業者との連携 

（３）利用料 

 別紙の｢厚生労働省が定める居宅介護支援費および加算の額｣とする。 

  

 

（居宅介護支援の提供時の交通費） 

第７条 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。 

 

（通常の事業の実施地域） 

第８条 通常の事業の実施地域は、三鷹市、武蔵野市の区域とする。 

 

（相談・苦情対応） 

第９条 事業者は、要介護者等からの相談、苦情に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援

サービスまたは居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する要望、苦情に対し、迅速

に対応するものとする。苦情の窓口並びに手順は別紙に定めた通りとする。 

 

（事故発生時の対応方法） 

第１０条 事業者は、要介護者等に対するサービス提供により事故が発生した場合は、要介護者等又は

その家族、居宅介護支援事業者、区市町村の定めた基準に従い区市町村等にすみやか連絡を行うと

共に、必要な対応を行なうものとする。 

２ 事業者は、介護サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により事故が発生した場

合は、要介護者等に対してその損害を賠償するものとする 

 

（虐待防止のための措置に関する事項） 

第１１条 事業所は、要介護者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。 

（１）虐待防止のための指針の整備 

（２）虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

（３）成年後見制度の利用支援 

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（５）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知

徹底 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第１２条 事業所は、介護支援専門員等に対し、資質向上を図る為に計画的に研修を実施する。 

２ 事業所は、すべての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施するとともに、事業所の設備及び備品

等の衛生的な管理に努め、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置

を講じるものとする。 

３ 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越

的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。 

４ 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置

を講じるものとする。 

５ 従業員は業務上知り得た要介護等又はその家族の秘密を保持する。 

６ 従業員であった者に、業務上知り得た要介護者等又はその家族の秘密を保持させるため、従業員で



なくなった後においてもこれら秘密を保持すべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。 

７ 事業所は、要介護者等に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該サービスの契約が終

了した日から５年間保存するものとする。 

８ この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は東京海上日動ベターライフサービス株式会社

代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

附則 

この規程は、平成 28年 7月 1日から施行する。 

この規程は、平成 29年 12月 1日から施行する。 

この規程は、平成 30年 2月 19日から施行する。（事業所移転） 

この規程は、平成 30年 9月 1日から施行する。（介護支援専門員の増員） 

この規程は、平成 30年 10月 21日から施行する。（介護支援専門員の減員） 

この規程は、平成 31年 2月 1日から施行する。（介護支援専門員の減員） 

この規程は、令和 2年 7月 1日から施行する。（介護支援専門員の減員） 

この規程は、令和 3年 1月 20日から施行する。（介護支援専門員の増員） 

この規程は、令和 3年 3月 1日から施行する。（介護支援専門員の減員） 

この規程は、令和 3年 4月 16日から施行する。（介護支援専門員の増員） 

この規程は、令和 3年 7月 1日から施行する。（介護支援専門員の減員） 

この規程は、令和 5年 8月 1日から施行する。（介護支援専門員の増員） 

この規程は、2024年 4月 1日から施行する。 


